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●婚姻された方は該当する箇所の各種手続があります。

●詳しくは各担当部署にお問い合わせください。

内容 質問
該当
チェック

完了
チェック

解説 担当課
（問い合わせ先）

申請者 必要書類等

現在の住民登録
から住所異動が
ありますか？

□ □

婚姻届を出しただけでは、住所は変更になり
ません。別に住所異動届が必要です。
※市外から一関市に転入する場合は、先に前
住所地で転出届が必要です。

本庁：市民課
各支所：市民福祉課

本人
同居の家族

・本人確認資料
・転出証明書
（転入の場合）

印鑑登録をしてい
ますか？ □ □

氏名変更があった場合、旧姓で登録していた
印鑑登録は、自動的に消除されます。必要な
方は新たに登録が必要です。
※顔写真付本人確認資料がない方、代理人で
の申請を希望される方は手続方法が異なりま
すので、担当課にお問い合わせください。

本庁：市民課
各支所：市民福祉課

 本人
・登録する印鑑
・本人確認資料(顔写真付)
・300円(登録手数料)

個人番号(マイナ
ンバー)カードをお
持ちですか？

□ □

新氏名を記載します。※後日でも可能です。
※公的個人認証サービス利用者の方は、氏名
変更に伴って自動的に電子証明書が失効され
ますので、必要な方は担当課で再発行申請を
行ってください。

本庁：市民課
各支所：市民福祉課

・個人番号カード

現在国民健康保
険 加 入 者 で す
か？

□ □
氏名変更や世帯主に変更があった場合、交付
されている証の氏名変更が必要です。

本庁：国保年金課
各支所：市民福祉課

 本人
 同居の家族

・（該当者のみ）資格確認
書、限度額証、特定疾病療
養受療証
・個人番号が確認できるも
の（個人番号カードなど）
　(届出人・加入者)
・申請者の本人確認資料

医療費助成を受
けていますか？ □ □

各医療費助成の該当者は変更手続が必要な場
合があります。また、所得要件等により該当
しなくなった場合は、喪失手続が必要です。

本庁：国保年金課
各支所：市民福祉課

本人
同居の親族

・医療費受給者証
・個人番号が確認できるも
の（個人番号カードなど）
　(受給者・申請者)
・申請者の本人確認資料

年金を受給してい
ますか？ □ □

遺族年金・障害厚生年金（２級以上）を受給
していた場合は手続きが必要です。
手続きについては、一関年金事務所へ確認し
てください。

一関年金事務所
0191-23-4246

 本人
 同居の家族

一関年金事務所へ確認して
ください。

児童手当・特別
児童扶養手当を
受給しています
か？

□ □
養子縁組、収入の状況によって受給者変更が
必要になる場合があります。

児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

(新たに受給者となる方)
・通帳など口座番号がわか
るもの
・個人番号カードなどの個
人番号がわかるもの
・戸籍謄本（特別児童扶養
手当受給者）

児童扶養手当を
受給している方は
いますか？

□ □
児童扶養手当を受給している方は喪失の手続
きが必要です。

児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

本人 ・児童扶養手当証書

保育園、こども園
に通っている子ど
もはいますか？

□ □
家族構成に変更があった場合、変更の手続き
が必要です。

児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

保護者
・支給認定証
・個人番号カードなどの個
人番号がわかるもの

小・中学校に通っ
ている子どもはい
ますか？

□ □ 保護者を変更する場合、手続が必要です。

学校教育課
（花泉支所）
児童保育課
(一関保健センター)
各支所：地域振興課

保護者

子育て応援在宅
育児支援金を受
給していますか？

□ □ 受給者変更が必要になる場合があります。
児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

　　→裏に続く

いちのせき　住民サービスチェックシート(婚姻届用)　　　※提出は不要です。

医療保険
・
年金
・

医療費
助成

一般

子ども
関係
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内容 質問
該当
チェック

完了
チェック

解説 担当課
（問い合わせ先）

申請者 必要書類等

福祉

身体障害者手
帳・療育手帳・精
神障害者保健福
祉手帳・自立支
援医療（精神通
院）受給者証をお
持ちですか？

□ □
氏名変更があった場合、記載事項変更が必要
です。

本庁：福祉課
各支所：市民福祉課

・手帳または受給者証
・個人番号カードまたは個
人番号が記載されている書
類

市営住宅にお住
まいですか？ □ □

名義人・同居者の氏名変更があった場合は、
異動届が必要です。

本庁：都市整備課
各支所：産業建設課

本人
同居者

・氏名変更後の住民票

水道使用の名義
人に氏名変更が
ありますか？

□ □
氏名変更の届出が必要です。
※電話での手続も可能です。

本庁：上下水道お客
様センター
千支所：上下水道
お客様センター千

本人
代理人

犬の所有者に氏
名・住所の変更は
ありますか？

□ □

所有者に氏名・住所の変更があった場合、変
更届が必要です。
※オンラインでの手続きも可能です。
※マイクロチップを装着し、環境省のデータ
ベースに登録済の犬は、環境省データベース
に所有者（氏名）・住所の変更登録をしてく
ださい。この場合、市への届出は不要です。

本庁：生活環境課
各支所：市民福祉課

所有者本人

　　【一関保健センター案内図】（※一関市役所とは別の建物です）

本庁　　　　竹山町７番２号　                       電話０１９１－２１－２１１１　　室根支所　室根町折壁字八幡沖３４５番地　電話０１９１－６４－２１１１
花泉支所　花泉町涌津字一ノ町２９番地　　　電話０１９１－８２－２２１１　　川崎支所　川崎町薄衣字諏訪前１３７番地　電話０１９１－４３－２１１４
大東支所　大東町大原字川内４１番地２　　　電話０１９１－７２－２１１１　　藤沢支所　藤沢町藤沢字町裏１８７番地　電話０１９１－６３－２１１１
千支所　千町千字北方１７４番地　　　電話０１９１－５３－２１１１　  一関保健センター　山目字前田１３番地１　電話０１９１－２１－２１６０
東山支所　東山町長坂字西本町１０５番地１　電話０１９１－４７－２１１１  教育委員会学校教育課  花泉町涌津字一ノ町２９番地  電話０１９１－８２－２２３９

その他

◇関係部署・機関の連絡先◇
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